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流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 概要流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 概要概要

法律の概要
非効率的な物流 効率的で環境負荷の小さい物流

支援措置

○事業許可等の一括取得
倉庫業・貨物自動車運送事業・貨

物利用運送事業の許可等のみなし

○物流拠点施設に関する税制特例
法人税・固定資産税等の特例（営業倉庫等）

○立地規制に関する配慮
市街化調整区域における施設整備のための開発

許可についての配慮

○資金面等の支援
中小企業信用保険の保険限度額の拡充

○政策金融
中小企業金融公庫等による低利融資

物流事業の総合的実施の促進 社会資本と連携した物流拠点施設の整備 中小企業者等に対する支援

小売店

工場

物流拠点
施設

輸入

＜基本方針＞
○輸配送・保管・流通加工を総
合的に実施すること
○物流拠点を集約化し、高速道
路・港湾等の近傍への立地を
促進すること
○共同輸配送等による配送ネッ
トワークを合理化すること 等

総合効率化計画の基本方針適合性等を審査→認定
工場 小売店荷捌き用上屋

流通加工場

従来型倉庫

＜総合効率化計画＞
○流通業務総合効率化事業の
目標、内容、実施時期、物流
拠点施設の概要、必要な資金
の調達方法を記載
○ＣＯ２排出量の削減効果を（計
画実施前との比較が可能な場
合には）定量的に記載

効 果
スケジュール

○ＣＯ２排出量が２割程度
削減

○物流部門におけるＣＯ２排出
量削減に寄与

○総合物流事業の展開による
国際競争力の強化

○物流拠点施設の集約化や配
送ネットワークの合理化等によ
り、コストを２割程度削減

物流改革の推進 環境負荷の低減

○低未利用地の活用（工業団
地、流通業務団地）

○物流拠点施設における地域
雇用の創出

地域の活性化

１７年７月１５日法案成立
１７年７月２２日公布
１７年１０月１日施行（予定）


